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                               （vol.４０１）２０２４年 １月                       

TEAM yoko-so 

                               “““eeexxxeeecccuuutttiiiooonnn２２２０００２２２８８８---７７７５５５＊＊＊８８８”””   

            私たちはお客様の“元気”をサポートします！ 

タタターーーニニニンンングググポポポイイインンントトト！！！   

            
新年を元気にスタートしたいところですが出鼻をくじかれるように元旦の能登半島大地震、二日の羽田空

港の航空機事故とターニングポイントの今年を暗示するような出来事が続きます。  
世界に目を向けると今年はアメリカ大統領選、ロシア大統領選、台湾総統選、韓国やインド、ＥＵヨーロ

ッパ会議と「選挙の年」です。会社経営以上にトップが変われば政策が変わり世界が動きます。もしトラン

プが大統領になればウクライナの支援を止めウクライナはロシアに敗北を期し、ロシアや中国が勢いづき中

国の台湾侵攻へ、台湾が戦場になれば沖縄も巻き込まれます。そんな恐ろしい構図も見え隠れします。 

● 日本の財政危機 

令和 5 年の日本の歳入予算は 114 兆円、内訳は税収 70 兆円、公債 36 兆円、その他 8 兆円。1,200 兆円の

国公債を抱える世界一の借金国日本はさらに公債を発行します。金利が上昇し例えば 5％になれば年間の金

利は 60 兆円となりほぼ税収と同額に迫ります。それを回避するために日銀は超低金利政策を続け国債を購入

し続けそれが円安を招いていますがこれがいつまで続くのでしょうか？経営者の目線で見ると政府は歳出を

絞り国債を返済し財政再建することを本気で考えているのかと疑問が生じます。「国の借金は国民の借金」と

して最後には国民にツケを支払わせるウルトラＣがあるから何とかなると考えてはいないのでしょうか？ 

● 預金封鎖と新札発行 

 戦後の財政危機を乗り越えたウルトラＣは 1946 年（昭和 21 年）の「預金封鎖」でした。預金封鎖の手

法とは「預金封鎖で預金を引き出せなくしてその預金に財産税を課して国の財源にする」という手続きです。

1946 年の預金封鎖では預金だけでなく不動産、株式、国債、金などすべての財産を課税対象とし資産残高

に対して 25～90%の財産税を課しました。そう聞くと誰もが「タンス預金にしておけば逃れられる」と考

えますがこれに網をかけるための施策が「新札発行」です。新札を発行し旧札が使えなくすることによりタ

ンスの旧札はただの紙くずになる、新札に替えるためには預金せざるを得なくするのです。 

● 可能性と対策は？ 

わが国では 2024 年 7 月 3 日に「新札発行」が行われます。20 年ぶりに紙幣のデザインが変わりますが

発効後も現在の旧札は使えることとしています。ですが「預金封鎖」は当然秘密裏に準備をされて突然実施

をされます。現在の日本の財政状態を考えると預金封鎖が実行される可能性はゼロとは言えません。そして

世界でも 5～10 年おきに預金封鎖が行われています。ウルトラＣは特別なものではないのです。 
預金封鎖の対策といっても、預金だけ日本円だけに課税されるのか？土地や株式、金等々の財産も課税さ

れるのか？海外財産や外国銀行口座はどうなるのか？すべてが闇の中、難しいのが現状ですね。 

あけまして 

おめでとう 

ございます！ 

今年も 

よろしく 

お願いいたします。 
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 今今月月ののワワンンポポイインントト！！          ((担担当当：：小小林林))    

◆◆◆   投資促進税制について 

● はじめに 

新たな設備やソフトウェアの導入は、企業の生産性を高めていくために不可欠なものですが、中小企業

にとっては大きな負担となる場合があります。そこで活用したいのが、「中小企業投資促進税制」です。

国は中小企業者等の生産性を高めるような設備取得を支援する観点から、設備投資を行った場合の税

制優遇措置を設けています。 
● 制度の概要 

本制度は、一定の機械装置やソフトウェアの取得や製作等をした場合に、取得費用の３０％の特別

償却または７％の税額控除が選択適用（税額控除は資本金の額等が３，０００万円以下の法人、個人

事業主のみ）できるものです。 

● 適用対象者 

・資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人 
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が１，０００人以下の法人 
・常時使用する従業員数が１，０００人以下の個人事業主 
・協同組合等（中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等） 
ただし法人については、上記に当てはまる場合でも対象外となるケースもありますので、詳しくは

弊社担当者までお問い合わせください。 
● 対象設備 

設備 取得価額要件 
機械装置 １台又は１基の取得価額が１６０万円以上のもの 
測定工具・検査工具 １台又は１基の取得価額が１２０万円以上のもの 

（１台又は１基の取得価額が３０万円以上かつ事業年度の取得価額の合

計額が１２０万円以上のものを含む） 
一定のソフトウェア 一のソフトウェアの取得価額が７０万円以上のもの （事業年度の取得価

額の合計額が７０万円以上のものを含む） 
普通貨物自動車 車両総重量３．５t 以上（一定の普通自動車で貨物の運送の用に供され

るもの） 
内航船舶 全て（取得価額の７５％が対象となります） 

 
● 対象となるソフトウェア 

中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアは、業務用に使用されるワープロソフト、表計算

ソフト、経理ソフト、給与ソフト、イラストソフト、CAD ソフト、ERP などです。一方、サーバー

用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、連

携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフトウェアのうち、国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準

会議（IEC）の規格１５４０８に基づく評価・認証がないものは対象外となります。 
● まとめ 

   中小企業投資促進税制は、設備投資を促進する中小企業のための優遇制度です。対象者や対象設備

については要件などが細かく定められていますが、この税制を利用することで、生産性向上を期待で

きます。ただし様々な要因によって会社の利益を出せず法人税が少なくなると、特別償却や税額控除

を適用してもメリットを最大限に得られないこともありますので、計画的な設備投資を心がけること

が重要です。ご不明な点については弊社担当者へご連絡下さい。 
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  ＦＦＰＰレレポポーートト       

★★★   悩悩悩めめめるるる自自自然然然災災災害害害第第第２２２０００弾弾弾！！！   

  年末年始の休暇中に金沢で能登半島地震に遭遇し、未だかつて感じたことのない激しい揺れに恐怖を感じ

ました。被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。 
  今月は改めて被災時の対応についてレポートをお送りさせていただきます。 

●●●   先ずは罹災証明書取得 

地震や台風、集中豪雨による水害などで自宅に被害があった時に、生活を再建する第一歩となるのが罹災証

明書の取得になります。罹災証明書とは災害により自宅が受けた被害を証明するものになります。 

市区町村が被害の状況を調査し、その結果に基づき発行します。証明書には住んでいる人の情報、地震や

豪雨、豪雪といった被害の原因、自宅の損害の程度などが記載されます。主に自然災害によるものが対象で

すが、火事や爆発による損害でも取得できます。 

● 罹災証明書の内容 

  罹災証明書は公的支援を受ける際に必ず必要となります。災害に遭った人には支援金や仮設住宅の供給、 

税や大学の学費の減免など、国や自治体による様々な支援があります。支援の対象者や内容は自宅の被害の

程度によって変わることがあり、罹災証明書はその判断の手掛かりとなります。 

  被害の程度は「全壊」から「準半壊に至らない（一部損壊）」までの６つの区分に分けるのが基本で、損害

の程度は経済的な被害から判断する「損害基準」を使うのが一般的です。 

  損害が５０％以上なら全壊、４０％以上５０％未満なら大規模半壊、３０％以上４０％未満なら中規模半

壊、２０％以上３０％未満なら半壊、１０％以上２０％未満なら準半壊、１０％未満なら一部損壊といった

区分になります。水害では別途、床上浸水など浸水の被害について記載されることがあります。 

●●●   公的支援制度 

特定の災害に対し都道府県が災害救助法を適用すると、半壊以上で衣類や寝具など生活必需品の供与が受け 

られます。住宅関連の支援内容は被害の程度により変わります。例えば全壊の場合は必ず応急仮設住宅の供 

与の対象となります。全壊より下の大規模半壊、中規模半壊、半壊では自宅に住むことが困難な場合が対象で

す。住宅の「応急修理費用」は準半壊以上（全壊を除く）で受け取れ、上限は６５万５千円、準半壊では３１

万８千円です。しかし、自分で修理業者を手配する必要があります。 

  上記以外の費用には生活用品の購入や住宅建設のために支給される「被災者生活再建支援金」があります。 

この金額も被害の程度で変わります。中規模半壊以上が対象で、全壊では最大３００万円が支給されます。 

  半壊以上は住宅金融支援機構が提供する被災住宅向けの融資の対象になります。 

  申請の窓口は自然災害の場合は市区町村、火災の場合は消防署になります。申請には身分証明書と被害状 

況が分かる写真が必要となります。写真は掃除前など、被害を受けたままの状態での撮影が望ましいと言え 

ます。申請を受けて自治体の調査員が現地を訪れ、被害状況を調べた後に罹災証明書を発行します。 

  申請書に記す内容や被害状況を示す写真をネットで送り、申請できる自治体もあります。災害の規模が大

きく、被害が明らかな場合は個別の調査をせずに罹災証明書を発行します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！   

東日本大震災では航空写真で住居の流失が分かれば全損と認定をしま

した。被害の状況や自治体により異なりますが、発行には早くて１週間、

長いと１か月程度掛かることもあります。罹災証明の内容に納得できな

い場合は２次調査を申し立てることができます。 
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今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””      

 

「 人生というのは、失うものを増やしていくゲームなんだ 」 
（ 矢沢 永吉 ） 
 

経営でも人生でも一番大切なのは「何を捨てるのか」にある。捨てて失って最後に残る 
ものがその人が人生をかけて追い求めたモノそのものなんじゃないのかな？ 

 
★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた 
ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．１８９) 

 

★  今年は新年早々能登半島地震に遭遇しました。無事横浜に帰ることができましたが、被災された皆様には

心よりお見舞い申し上げます。地震遭遇後に曹洞宗のお寺さんに初詣に行きました。法話で成道の底者には、

必ず三心があるとお聞きしました。一．喜心（今あることに喜び感謝するありよう）、二．老心（慈悲・愛隣・

親切なありよう）、三．大心（寛大な・柔軟な・謙虚なありよう）。今年は常に三心を意識して「そのまま」

を受け入れて生きることを楽しんで過ごしたいと思います。本年も宜しくお願いいたします。  （NISHIO） 

★  １月１日実家に帰省した際、能登半島地震に遭遇しました。正確な震度は不明ですが、揺れの大きさから

震度５は超えていたと思います。震災時７０過ぎの母一人ではなく、兄弟家族全員が揃っていて、その日の

内に割れた食器などの後片付けができたことは不幸中の幸いでした。思い返せば２０年前の２００４年脱線

した新幹線に乗っていた経験もあり、地震に対する経験値だけは高くなってしまいました…。ともかく、こ

の震災で大きな被害を受けた方々の復興が早期に実現されることを切に願っています。  （TOCHIKURA） 

★  元日から地震、事故と続き、今年の波乱を予感させるような幕開けでした。特に地震に関するニュースは

東日本大震災がフラッシュバックし、涙が止まらなくなりました。当時も今も現地にいないのに、これだけ

心に残っているのですから、実際に被害に遭われた方を思うと、どれほどのことかと思います。一般人が入

れるようになったらボランティアに行ければと考えています。能登半島地震で被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げます。皆様の安全と、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。     （YAMAMOTO） 

★ 昨年は私の口腔癌の発病により大変ご心配をおかけしました。たくさんのお見舞いや勇気づけのお言葉、

御守りやお見舞いの品をいただき心より御礼申し上げます。年末の退院三ヶ月検診で「癌細胞の残留も癌の

転移もなく手術の傷口も治ったので一応は完治」「ただ非常に転移の多発する癌なので今後５年間は毎月の検

診を受診すること」と診断を受けました。癌と上手く付き合いながら残りの人生を走り抜けたいと思います。 

 舌を切られて飲まず食わずの約一ヶ月の入院で体重が６キロ減量したこともあり身体が軽くなり体調はまず

まずで１１月には朝活で横浜から午前中に雪の富士山を往復してきました。

また毎日のように近所のＣhocoＺＡＰに通い身体を整えています。逆に家内

の体調が悪化して今月からは老々介護が始まりました。乳癌の発病から２２

年、転移や新癌の発症による辛い抗癌治療を何度も乗り越えて来た家内です

から、一日一日を大切にして一緒に暮らしていけるようまずは自分の身体を

鍛えておかなければなりません。歳を取るとあちこちの部品が壊れかけてき

て、耳が聞こえづらく老眼でトイレが近くなり節々が痛み．．．そんな当たり

前のこととも付き合いながら新しい年をスタートします。    (IZUMI） 
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 TEAM yoko-so   

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス 

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 
 
 

              セミナーのご案内   ※関与先値引き有り 

★ “戦略の日” 中期経営計画立案セミナー 

              ～自社の成長・発展の道筋を専門家サポートのもと経営者ご自身で策定する１日～ 

日時 ： ２０２４年２月８（木） ３月１９日(火)  ４月１８日(木) ／１０時～１８時半 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ３社限定  料金一社 ５５，０００円 

昼食代込 （お二人迄参加可） 

 

                        

★ “未来創造塾” 全６回経営者セミナー  ≪※※※年間会員募集中※※※≫ 

              第１４０回「組織とこれからの働き方』 

～ハイブリッドワークで社員がイキイキと働く方法～ 

講師：ｱｸﾛｸｴｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社     代表取締役  鈴木 達夫  

日時 ： ２０２４年３月１４日（木） 第一部 １６時～１８時 講演会 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５，０００円（未来創造塾年会員の方及びお連れ様 1 名は無料） 

 

 

 

  ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越豊司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、税理士法人東京クロスボーダーズ 

ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ  http://www.yoko-so.co.jp/ 
 Note（毎月更新）、facebook（毎日更新）にもつながります 

http://www.yoko-so.co.jp/






参加費 5,000 円 (未来創造塾年会員の方及びお連れ様１名は無料 )
※懇親会ご参加の方には後日、参加費用をお知らせします。

主 催 TEAMyoko-so (共催︓ 社会保険労務士法人エール ）
横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル10F
横浜総合事務所セミナールーム

日 時 2024年３月14日(木)
16︓00 〜 18︓00 講演会

会 場

主催︓税理士法人横浜総合事務所 担当︓齊藤/渡邉 TEL︓045-641-2505 
共催 : 社会保険労務士法人エール 担当︓遊佐 TEL︓045-549-1071

 社員が主役としてイキイキと働く組織を作りたい
 経営者も社員も働き甲斐があり幸せになれる組織を作りたい
 高い成果と良質な人間関係の両立する組織を作りたい
 リモートワークやハイブリッドワークで組織の活性化をどうはかっているか知りたい

お申し込みはコチラからお申し込みはコチラから

アクロクエストテクノロジー株式会社
組織価値経営部
シニアマネージャ／組織改善コンサルタント

鈴木 達夫 氏

【第140回 未来創造塾】

【経歴】
情報工学系の大学院を修了後、新卒でアクロクエストテクノロジーに入社。
当初はエンジニアだったが、様々な領域に携わりたいという想いから、
人事（人事歴25年）を中心に、総務、経理等に従事。
今は、会社のユニークな仕組みを元に、組織改善コンサルタントとして、中小企業の
組織改革、社員教育、新卒採用などのコンサルティングを行っている。

新型コロナウイルスを経て働く人と組織の関係も変わりつつある中で、多くの中小企業が組織の
様々な課題を感じているのではないでしょうか。アクロクエストテクノロジーは今、ハイブリッド型
で働いています。皆さんの会社ではどのように今の現状をマネージされていますか？
全社員会議、技術教育、新卒採用など、リモートに切り替えてきた中で、
社員がイキイキと働き 高い生産性を実現するためにどんな試行錯誤や
工夫をしてきたかなどリアルな話をお伝えします。
中小企業は柔軟性が大切です！これからの組織と働き方について
皆さんと考えます。
このような方にオススメです︕



第140回 未来創造塾
【組織とこれからの働き方】 参加申込書

□ 年間会員希望
□ 一般参加希望 (5,000円/1名)

該当項目に をお願いします。

ﾌﾘｶﾞﾅ

貴社名

部署/役職
ﾌﾘｶﾞﾅ

ご参加者名

FAXTEL

メールアドレス

（下記■個人情報の取扱いについて ）に □同意する （□に✓点）個人情報の取扱い

お申し込みはコチラからお申し込みはコチラから

※セミナーは後日の視聴も可能です。別途、視聴用のURLをお送りいたします。
また、一般会員の方の受講料につきましては、請求書をお送りいたします。

下記申し込み欄にご記入いただき、そのままｆａｘにて送付ください。

ＦＡＸ番号︓045-641-2506

FAX・もしくは左記QRコードよりお申し込みをお願い致します。
※年会員様につきましては、別途参加確認メールをお送りします。そちらへご回答をお願い致
します。

当セミナーは会場での開催を前提としておりますが新型コロナウイルス感染症拡大状況により
オンライン開催に切り替えさせていただく場合がございます。

(個人情報の取扱いについて)
当社は収集いたしました個人情報を①セミナー運営のため②お問い合わせのあった事案に対する回答のため
③お問い合わせの内容に資料等の送付が必要な場合の郵送のために使用いたします。収集した個人情報について、
本人の同意なく第三者に開示又は提供することはいたしません。あらかじめご確認ください。

お問合せ先 税理士法人 横浜総合事務所
担当︓斎藤/渡邉
TEL:045-641-2505／FAX:045-641-2506






